
＝
総評価見込額

総地積（総床面積）
※ 提示平均価額

福岡県固定資産評価審議会について 

 

 固定資産評価基準の重要性に鑑み、固定資産評価基準の内容またはその実施細目につい

て、総務大臣または道府県知事の諮問に応ずるために、総務省に地方財政審議会を、道府

県に道府県固定資産評価審議会を設置することとされている（地方税法第 401条の２）。 

 

 県の固定資産評価審議会は、固定資産の評価に関する事項で県知事がその意見を求めた

ものについて調査審議することとされているが、県知事は次の事項については、県固定資

産評価審議会の意見を聞かなければならないものとされている。 

 

(1) 県知事が定める固定資産評価基準の細目に関すること 

(2) 市町村における固定資産の価格等の修正に関する勧告 

 

 県の固定資産評価審議会は、委員 11名で構成され、委員の構成は、国の関係地方行政機

関の職員、当該県の職員及び当該県の区域内の市町村の職員並びに固定資産の評価につい

て学識経験を有する者のうち、県知事の任命する者とされている。 

 また、この審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、県の条例で定めることとされて

いる。 

 

（参考）審議会の開催について 

 

１ 土地の提示平均価額及び家屋の総評価見込額等について審議 

 

   開催時期：２月下旬（毎年度審議） 

 

 

 

※ 総評価見込額 

 土地においては、地目ごとに算出した市町村内の土地の評価額の総額の見込額

のことをいい、家屋においては、木造又は非木造の区分ごとに算出した市町村内

の家屋の評価額の総額の見込額のことをいう。 

 

２ 基準地価格について審議 

 

   開催時期：11月下旬（評価替えの前年度のみ審議） 

 

※ 評価替え 

 地方税法においては、土地及び家屋について、その評価額を原則として３年間

据え置くこととされている。基準年度においては、土地及び家屋のすべてについ

て、評価額の算定替えが行われる。 


